
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年５月３０日 １６時５３分ごろ 

発生場所 鹿児島県指宿
いぶすき

市山川港北東方沖 

 指宿港東防波堤灯台から真方位１００°２.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３１°１３.９′ 東経１３０°４２.２′） 

事故の概要 油タンカーはくせいは、南進中、また、押船第二十八秀
ひで

丸は、起重

機船第２８高千穂
た か ち ほ

号を押航して南進中、はくせいと第２８高千穂号と

が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年５月３１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー はくせい、４９８トン 

   １３４６６４、株式会社旗山マリン 

Ｂ 押船 第二十八秀丸、９６トン 

   １３５５５６、児玉重機有限会社 

Ｃ 起重機船 第２８高千穂号、約２,４７９トン 

   なし、児玉重機有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、六級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に亀裂等 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船尾部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、空倉の状態で、大分県大分市

大分港に向けて鹿児島県鹿児島市鹿児島港を出港し、約１８５°（真

方位、以下同じ。）の針路及び約１１ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で、山川港の北東方沖を航行した。 

船長Ａは、南進を開始して間もなく、ほぼ正船首約２Ｍのところに

Ｂ船がＣ船を押航している押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）を

認めた。 

船長Ａは、３Ｍレンジのヘッドアップ表示で作動させていたレーダ

ーのエコートレイルを見て、Ｂ船押船列がＡ船より遅いので、南南西

進しているＢ船押船列の左舷側を追い越すこととし、左転して針路を

約１７０°とした。 



 

船長Ａは、左転した後に自動操舵とし、Ｂ船押船列のほかに支障と

なる船舶がなく、Ａ船がＢ船押船列を安全に追い越す態勢で航行して

いるものと思い、船橋左舷後方にある海図机で船尾方を向き、次航海

の航海計画を作成していた。 

船長Ａは、振り返って船首方を見たところ、前路至近にＢ船押船列

を認めたものの、どうすることもできず、Ａ船の左舷船首部とＣ船の

右舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船押船列は、船長Ｂほか７人が乗り組み、鹿児島港を出港して山

川港に向けて、約１８０°の針路及び約６kn の速力で、山川港の北東

方沖を南進した。 

船長Ｂは、右舷船尾方約２Ｍのところに、Ｂ船押船列よりも速いＡ

船を認め、Ａ船がＢ船押船列の右舷側を追い越すものと思い、同じ針

路のまま、約４.５kn に減速して、南進を続けていたところ、しばら

くして、Ａ船が向かって来ることに気付き、汽笛で短音５回以上を吹

鳴するとともに右舵一杯としたものの、間に合わず、Ｃ船の右舷船尾

部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

分析 Ａ船は、山川港北東方沖おいて、南進中、船長Ａが、次航海の航海

計画を作成し、Ｂ船押船列に対する見張りを適切に行っていなかった

ことから、Ｂ船押船列に向けて接近していることに気付かずに航行を

続け、Ｂ船押船列と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船押船列は、山川港北東方沖おいて、南進中、船長Ｂが、Ａ船が

Ｂ船押船列の右舷側を追い越すものと思い、Ａ船に対する見張りを適

切に行っていなかったことから、Ａ船がＢ船押船列に向かって来たこ

とに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、山川港北東方沖おいて、Ａ船が南進中、Ｂ船押船列が南

進中、船長Ａが次航海の航海計画を作成し、また、船長ＢがＡ船がＢ

船押船列の右舷側を追い越すものと思い、共に相手船に対する見張り

を適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。  


